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中間報告 

 

令和４年 12月 26日 

新しい時代の公益法人制度の 

在り方に関する有識者会議 

 

当会議は、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」（令和４年６月

７日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基本方針 2022」（令和４年６月７日

閣議決定）に基づき、民間による社会的課題解決に向けた公益的活動を一層活性

化し「新しい資本主義」の実現に資する観点から、公益認定の基準を始め現行の

公益法人制度の在り方を見直し、制度改正及び運用改善の方向性について検討

を行うため、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）の下、令和４年 10月４日に

第１回を開催し、８回にわたり議論を重ねてきた。本中間報告は、当会議として

の基本的な考え方を整理したものであり、今後、本中間報告に沿って、更に具体

的な検討を進める必要がある。 

 

１．改革の意義及び基本的方向性 

（成熟した社会と公益法人の役割） 

多様な価値観をもつ個人が自らの価値観に基づき、ＳＤＧｓ実現その他の多

様な社会的課題解決に主体的に取り組んでいくという成熟した市民社会におい

ては、機動的な対応が難しく画一的な対応になりがちな行政部門のみでは社会

的課題の発掘・解決には限界がある。また、利益の分配を目的とする民間営利

部門のみでも社会的課題の解決には限界があり、営利を目的としない民間非営

利部門が「公
こ う

」として多様な社会的価値の創造に向けて果たす役割が、ますま

す重要となる。 

こうした成熟した社会においては、「公」への国民の参加や支援を広く呼び

込んでいくための枠組みの整備に加えて、「公」の担い手である民間非営利組

織には、国民からの支持や理解を得るための透明性やガバナンスの確保が求め

られる。 

 我が国における「公」の主たる担い手たる「公益法人」は、明治 29年

（1896年）の制度創設、平成 18年（2006年）の新公益法人制度への改革を経

て、これまで一世紀以上にわたり、地域社会の発展、児童の健全育成、福祉、

学術・科学技術、芸術・文化など社会のあらゆる分野において我が国の民間に

よる公益的活動を牽引し、その活動は社会に深く根差すとともに、社会からの

信用も獲得してきた。また、事業の性格も、明治の創設期は慈善事業の色合い

が濃かったが、新公益法人制度を経て、民間による社会的課題解決のための継
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続的な事業へと発展してきた。 

現在、約 9,700の公益法人、職員数約 28万人、多くの主体からの寄附や会

費等を通じて公益目的事業費規模年間約５兆円、総資産約 29兆円を有し、民

間公益の主たる担い手となっている。 

成熟した社会において、多様なニーズに柔軟かつきめ細かに対応できる

「公」の機能が重要となっていることにかんがみ、公益法人が、社会的課題に

取り組む事業を継続的・発展的に実施していけるよう、時代に合わせた改革を

進めていく必要がある。 

 

（新しい資本主義において公益法人が求められる役割） 

政府は、現在、「新しい資本主義」の実現に向けて取り組んでいる。新しい

資本主義においては、社会的課題の解決に向けた取組をエネルギー源として捉

え、それを取り込むことによって包摂的でイノベーティブな新たな成長を図っ

ていくという考え方の下、民間による社会的課題解決に向けた公益的活動の活

性化を重視し、「民間も公的役割を担う社会を実現」することを柱の一つとし

て位置付けている。 

新しい資本主義の実現に向けて、社会のあらゆる分野で民間非営利公益の主

たる担い手となっている公益法人は、税制上の優遇措置が設けられている趣旨

も十分に踏まえ、裾野を広げるとともに公益的活動を更に積極的に行っていく

必要がある。 

今後の公益的活動の積極的展開に当たっては、多様で変化の激しい社会のニ

ーズに柔軟かつきめ細かに対応し、新たな事業展開にチャレンジして新たな社

会的価値を創造し、成果として社会的インパクトを創出していくことが期待さ

れる。 

 

（新しい資本主義の実現に向けた公益法人制度改革の基本的方向） 

2006年に制定された新公益法人制度は、民間公益増進を目的としつつも、不

祥事の発生を契機として、旧来の民法法人制度への反省等に立ち、議論された

という経緯もあり、制定以来、厳格な事前規制・監督による国民の信頼確保に

重きを置いた行政が行われてきた。このため、公益的活動の自由な展開・伸長

の制約となっていると指摘がなされてきた。 

新公益法人制度発足以来、十数年を経て、新しい資本主義の下、社会の変化等

に柔軟に対応し多様な社会的課題解決に向けて民間の力を引き出していくため

の制度改革が必要である。 

このため、事業の適正な実施を確保しつつ、公益的活動の持続・発展性や法人

の中長期的経営戦略を積極的に後押しをするという発想に転換した上で、法人

が社会的課題の変化等に柔軟に対応し得るよう、その活動の自由度を拡大して
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いく必要がある。 

一方、公益法人は、税制上の優遇措置や国民からの寄附を受け、その資金を適

正に活用して不特定かつ多数の人々の利益のために公益的活動を実施する存在

であり、不祥事等の防止に加えて、徹底した透明化を行った上で、自らの中長期

的経営戦略及びその活動に関する社会への説明を果たしていくことが、自らの

活動に対する社会からの認知・理解・支援を向上させるとともに、社会のニーズ

に応えるための前提になる。こうした観点から、法人活動の自由度拡大に伴うガ

バナンスや説明責任の充実を図り、国民からの信頼をより強いものにしていく

必要がある。 

 以上の考え方を踏まえ、「法人活動の自由度拡大」と「自由度拡大に伴うガバ

ナンスの充実」を両輪として、公益法人制度の抜本的な改革を進めていくべきで

ある。なお、制度の改革に当たっては、社会経済情勢の変化等を踏まえつつ長期

的視野で取り組んでいくべき事項もあり、今後とも不断の見直しを行っていく

必要がある。 

 

２．法人活動の自由度拡大について 

 改革の目的に照らし、公益法人が社会的課題の変化等に柔軟・迅速に対応し

て公益的活動の活性化が図られるよう、運用面を含め、収支相償原則や遊休財

産上限規制の在り方を見直すとともに、公益認定等の手続の柔軟化・迅速化等

について検討する。 

 

（１）収支相償原則の見直し 

収支相償原則は、公益目的事業の収入と適正な費用を透明化し比較するこ

とで、収支差額が生ずる事業年度が存在すること自体は問題としないもの

の、それが恒常化しない収支構造であることを制度上確保し、公益目的事業

に充てられるべき財源の最大限の活用を促す規律である。本規律が、単年度

の収支赤字を強いるものという誤解を根絶し、法人の中期的・安定的な法人

運営を図る観点から、単年度の収支差ではなく、中期的な収支均衡状況の確

保を図るものであるという趣旨を、法令上明確化する方向で検討する。その

際、「収支相償原則」という呼称も含めて検討する。 

中期収支均衡状況の把握に当たっては、将来の公益目的事業の持続・拡充

のために積み立てる準備資金 1は費用とみなすことを明確化する。 

準備資金は、現行の特定費用準備資金よりも社会的課題の変化に柔軟に対

応しうる使い勝手の良いものとなるよう、検討する。 

                                                      
1 現行の「特定費用準備資金」及び「資産取得資金」に相当。 



 

4 
 

なお、収支相償原則の在り方については、根本から見直すべきとの意見も

あったが、これに対しては、収支相償を論拠に公益目的事業非課税等があ

り、これらの根本にかかわる点にも留意すべきとの意見もあった。 

 

（２）遊休財産規制の見直し 

  公益法人が、社会経済情勢の変化等に対応しつつ、安定した法人運営を継

続していくためには、法人にとって一定程度自由に使用できる余裕財産が必

要な一方で、公益目的事業の実施とは関係なく法人内部に過大に蓄積される

こと（死蔵）は避ける必要がある。 

このため、遊休財産（使途不特定財産）について、合理的な理由により現

行の公益目的事業費１年相当分という上限額を超えて保有する場合は、その

理由や財務情報等を透明化し、超過分は将来の公益目的事業のために適切に

管理・活用することを法人自らが明らかにすることにより、公益に活用され

るべき財産の死蔵ではないことの国民への説明責任を課すという方向で検討

する。 

また、遊休財産の保有上限額の算定方法は、中期的・安定的な法人経営の

観点から見直す。 

 

（３）認定等手続（公益認定、変更認定、合併手続）の柔軟化・迅速化 

公益法人の事業変更などに係る変更手続について、社会的課題の変化に対

応した事業改編をより柔軟・迅速に行えるよう、当該法人の公益性に大きな

影響を与えないような変更については、変更認定事項を届出事項とする方向

で検討する。認定事項から届出事項に変更した事項については、必要に応じ

事後チェックで対処する。 

法人の合併を円滑かつ柔軟に行うことができるよう手続の改善について検

討する。 

また、認定等審査の迅速化、透明性・予見可能性の向上のため、行政庁に

よる審査のメリハリ付けによる迅速化・効率化、認定等審査に当たり申請者

に対して求める資料の明確化・合理化、審査が長期化したケースの分析等を

行うとともに、審査期間の実績の公表を行う。 

さらに、認定等に関する行政の判断のぶれやばらつきを極力なくす観点か

ら、法令やガイドラインにおいて統一的な指針を明示するとともに、国・都

道府県の関係職員への研修を強化する。 
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３．自由度拡大に伴う法人ガバナンスの充実について 

不祥事防止等のコンプライアンスの確保の観点に加え、法人活動の自由度拡

大に伴う社会的責任の高まりに見合う説明責任の強化の観点から、公益法人に

はそのガバナンスの充実が求められる。ガバナンスの充実に向け、法人運営の

透明性の一層の向上、法人の内外からのガバナンスの向上及びこれらを前提と

した行政の事後チェックへの重点化について検討する。 

 

（１）法人運営の透明性の一層の向上 

法人運営の透明性の一層の向上を図り、国民からの信頼を高めることで、

寄附や支援を受けやすくするという好循環を目指し、法人の経営やガバナン

ス、事業の成果に関する情報等、どのような法人情報の開示を拡充すべき

か、他の法人類型における情報開示の内容も参照しつつ検討する。 

各法人が個別に行う情報開示のほかに、内閣府による法人情報の一元的な

情報公開プラットフォームの整備を検討する。その際、デジタル化による法

人の書類作成等事務の負担軽減、中間支援団体等が利活用しやすいデータ形

式、国民にとってわかりやすい表示方法に留意する。 

 

（２）法人の内外からのガバナンスの向上 

  税制上の優遇措置を受けていることや、国民からの支援を受け不特定多数

の者の利益のために公益的活動を行うことに鑑み、公益法人にはそれにふさ

わしいガバナンスを確保することが求められる。 

  ガバナンスに求められる機能としては、理事等による私的運営への牽制、

業務執行の適正性・効率性等の監督等が挙げられるが、これを踏まえ、法人

運営への外部からの視点の導入や理事等への情報提供や研修の充実を含めた

監査・監督機能の強化等といった法人の自律的ガバナンスの充実に向けた方

策を検討する。その際、他の法人類型におけるガバナンスに関する規律も参

照する。 

具体的な基準の検討に当たっては、個々の法人にとって最も実効性のある

ガバナンスの在り方は、多種多様な事業内容や規模等によって異なり、基本

的には、自主的・自律的に選択されるべきものと考えられることから、法令

やその運用によって共通して確保されるべき事項、民間自主規制によること

がふさわしい事項、個々の法人の責任と選択に委ねられるべき事項のいずれ

が適当か整理した上で、行う必要がある。また、特に地方における役員等と

して適格な人材の供給状況等、実態にも配意する必要がある。 

  また、ガバナンスの充実に当たっては、上記のような法人内部の自律的ガ

バナンスを補充・補完するため、法人の外からの社会的な評価・チェック機
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能を効かせていくことが望まれる。 

  このため、前提としての情報開示の拡充を図るとともに、中間支援団体等

と行政が連携・協働して、社会的な評価・チェック機能の向上や法人への支

援等に取り組んでいく必要がある。 

 

（３）行政による事後チェック 

法人運営の透明性の一層の向上、法人の内外からのガバナンスの向上を図

った上でなお生ずる不適切な事案に対しては、行政庁が適切に事後チェック

を行い事態を改善することで、国民から制度への信頼を確保する。 

こういった観点から、不適切な事案の発生を予防するための「一律的な事

前規制型」の行政から、事後的に実効性の高い措置を講じる「重点化した事

後チェック型」の行政へという方針の下、監督や処分に当たっての基本的な

考え方をあらかじめ策定・公表して、行政庁職員等に対し周知徹底するとと

もに、法人側の予見可能性を高める。 

行政庁の立入検査については、不適切な運営の疑いのある法人への随時検

査へ重点化するという考えの下、現行の網羅的かつ定期的な検査に手法・頻

度を含めたメリハリを付け、効果的な検査を実施する。その際、不適切事案

の端緒を確実に捉えることができるよう、法人内外からの通報を的確に活用

する。 

その上で、不適切な事案を覚知した際には、報告徴収や立入検査等を行っ

て改善の方向に促しつつ、なお改善が見られない場合には、行政庁が勧告・

命令・認定取消し等の処分を迅速かつ的確に行う。また、法人に対する抑止

効果、寄附者に対する情報提供の観点から、監督状況・改善状況等について 

一覧性をもって情報公開することを検討する。 

 

４．公益活動の活性化のための環境整備について 

内閣府において、一元的な情報公開プラットフォームとなる情報システム

を整備し、申請等のデジタル完結、ユーザーの利便性向上、行政庁が提供す

る情報のオープンデータ化、公益法人が毎年度提出する定期提出書類作成の

負担軽減等を図るなど、公益法人行政のＤＸを推進する。 

公益法人による社会的課題解決に向けた取組の成果を可視化する等の観点

から、インパクト測定・マネジメントの普及・啓発を図る。 

これまで以上に、法人・経済界・中間支援団体・士業団体等と行政庁との

対等・協力関係におけるコミュニケーションの充実を図る。また、関係法令

やガイドラインの改定に当たっても、これらの団体等や国民の意見を幅広く

聴取しつつ検討する。 
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「新しい資本主義」が目指す民間公益活動の活性化という観点から、平成

31年法制審議会答申 2を踏まえつつ、公益信託の公益認定制度への一元化に

向けて検討する。 

民間にとっての利便性向上の観点から、これまでに掲げた事項のほかに

も、公益法人が社会的課題の解決に向けて果たすべき機能について、引き続

き検討する。 

（以上） 

  

                                                      
2 同答申においては、①信託事務・信託財産の範囲の拡大、②受託者の範囲の拡大、③主務官庁制の廃止

等、について提言している。 
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新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 名簿 

 

（座長）（公財）公益法人協会理事長 

      雨 宮 孝 子 

 

      （公社）経済同友会事務局長・代表理事 

      岡 野 貞 彦 

 

損害保険ジャパン（株）取締役常務執行役員,CHRO CSuO 

      酒 井 香世子 

 

      中央大学法学部教授 

      澁 谷 雅 弘 

 

      （一財）社会変革推進財団インパクト・エコノミー・ラボ所長 

      菅 野 文 美 

 

（座長代理）公認会計士、協和監査法人代表社員、（公社）非営利法人研究学会常任理事 

      高 山 昌 茂 

 

東京大学大学院法学政治学研究科教授 

      溜 箭 将 之 

 

（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会代表理事（副会長）  

     永 沢 裕美子 

 

（一社）日本経済団体連合会常務理事 

      長谷川 知 子 

 

弁護士 

      濱 口 博 史 

 

       慶應義塾大学法学部教授 

       松 元 暢 子 

 

オブザーバー 公益認定等委員会委員 

黒 田 かをり 

 

専門委員 日本公認会計士協会 テクニカルディレクター（非営利担当） 

 松 前 江里子 

（敬称略） 

  



 

9 
 

新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 

議論の経過 

 

第１回（2022年 10月４日） 

〇会議の立ち上げ等 

・溜箭委員プレゼンテーション「公益法人の成長とガバナンス」 

第２回（2022年 10月 12日） 

〇収支相償・遊休財産規制（１） 

 ・法人からのヒアリング（（公財）助成財団センター、（公財）かめのり財団、

（公社）日本芸能実演家団体協議会） 

 第３回（2022年 10月 25日） 

〇法人の自律的ガバナンス（１） 

 ・法人からのヒアリング（（公財）パブリックリソース財団） 

 ・岡野委員プレゼンテーション「経済同友会の組織運営の現状と課題：自律

的ガバナンス構築への模索」 

 ・菅野委員プレゼンテーション「インパクト測定・マネジメントの現状と公

益法人による活用の可能性」 

 第４回（2022年 11月９日） 

〇収支相償・遊休財産規制（２）、公益認定等手続迅速化 

 ・法人からのヒアリング（（公財）鉄道弘済会） 

 ・高山座長代理プレゼンテーション「新しい資本主義実現のための公益法人

制度改革への提言」 

 第５回（2022年 11月 16日） 

 〇法人の自律的ガバナンス（２）、社会からのチェック・評価の仕組み、公益

法人行政の在り方 

  ・法人からのヒアリング（（公財）日本非営利組織評価センター、（公財）公

益法人協会） 

 ・法務省からのヒアリング「公益信託の現状について」 

 第６回（2022年 11月 30日） 

〇第１回～第５回会議を踏まえた自由討議（主に収支相償等） 

 第７回（2022年 12月７日）  

〇これまでの会議を踏まえた自由討議（主にガバナンス関係） 

 第８回（2022年 12月 14日） 

〇中間報告のとりまとめについて 

 


